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令和 8 年(2026 年)4 月 23 日 

区 民 委 員 会 資 料 

環 境 部 環 境 課 

 

 

「脱炭素社会の実現に向けた区有施設整備方針」の改定について 

 

 

第5次中野区環境基本計画や区有施設整備計画の改定を踏まえ、「脱炭素社会

の実現に向けた区有施設整備方針」（以下、「方針」という。）を改定したので、

報告する。 

 

１ 改定箇所 ※改定後の「方針」は別紙のとおり 

改定後 改定前 

１ 目的 １ 目的 

区は、令和 3 年 10 月に「中野区ゼ

ロカーボンシティ宣言」を行い、

2050 年までに区の二酸化炭素排出量

を実質ゼロにすることを目指してい

る。 

また、令和 8 年 3 月に「第 5 次中

野区環境基本計画」を改定し、区の

事務事業における温室効果ガス排出

量を、令和12年度（2030年度）まで

に、平成 25 年度（2013 年度）比で

52.8％削減を目指すことを定めたと

ころである。 

（略） 

区は、令和 3 年 9 月に「第３次中

野区地球温暖化対策地方公共団体実

行計画（事務事業編）」を改定し、令

和12年度（2030年度）までに、平成

25年度（2013年度）比で46％の温室

効果ガス排出量の削減を目指すこと

を定めたところである。 

また、令和３年 10 月には「中野区

ゼロカーボンシティ宣言」を行い、

2050 年までに区の二酸化炭素排出量

を実質ゼロにすることを目指してい

る。 

（略） 

３ 目指す水準 ３ 目指す水準 

（１）新築・改築建築物において目

指すエネルギー消費性能 

 （略） 

※建築物の用途により ZEB 対象に

ならないものについては、ZEH-M

（Net Zero Energy House 

Mansion）基準の水準の確保を目

指すものとする。 

（１）新築・改築建築物において目

指すエネルギー消費性能 

 （略） 
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（２）建築物の改修時において目指

すエネルギー消費性能 

建築物の改修にあたっては、

エネルギー消費性能の向上を図

るための措置を講じる。 

特に大規模改修時には、建築

物の熱負荷の低減、最新の省エ

ネ設備の導入等により、エネル

ギー消費性能の向上を図る。そ

の際、東京都財務局が定める

「省エネ・再エネ東京仕様」に

示す技術項目を参考に、建築物

の特性等に応じて検討する。 

（２）建築物の改修時 

高断熱、高効率な設備の導入など、

エネルギー消費性能の向上を図るた

めの措置を講じる。 

 

７ 運用 ７ 運用 

（略） 

大規模改修にあたっては、設計完

了後の報告を環境部長に対して行う

ものとする。 

（略） 

 

 

２ 方針の適用時期 

令和 9年 4月 1日以降に契約する改修から改定後の「方針」を適用する。 
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脱炭素社会の実現に向けた区有施設整備方針 

 

令和５年８月１８日 

（環境部長決定） 

令和８年４月１日 改定 

 

１ 目的 

区は、令和 3 年 10 月に「中野区ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050 年までに区

の二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指している。 

また、令和 8 年 3 月に「第 5 次中野区環境基本計画」を改定し、区の事務事業におけ

る温室効果ガス排出量を、令和 12 年度（2030 年度）までに、平成 25 年度（2013 年度）

比で 52.8％削減を目指すことを定めたところである。 

以上を踏まえ、区有施設等の新築、改築等にあたって目指す水準を定め、脱炭素社会

の実現に向けた区有施設の整備を進めていく。 

 

２ 基本的な考え方 

中野区地球温暖化防止条例では、地球温暖化防止対策として、建築物の断熱性の向上

のための措置、電気機械器具等の省エネルギー及び再生可能エネルギーを使用する設備

の導入、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制等を掲げている。 

これらを踏まえ、区有施設の整備にあたっては、「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」に定める基準への適合を前提とした上で、以下のとおり「目指す水準」

及び、水準の達成に向けた「取り組みの方向性（視点）」等を定め、今後の技術開発の動

向や製品ライフサイクルの観点等も踏まえながら、区有施設の脱炭素化を推進していく。 

 

３ 目指す水準 

（１）新築・改築建築物において目指すエネルギー消費性能 

(ア) 10,000㎡未満の建物は ZEB Ready相当以上 

(イ）10,000㎡以上の建物は ZEB Oriented相当以上 

※ZEB（Net Zero Energy Building）とは、建物で消費する年間の一次エネルギー消

費量の収支をゼロにすることを目指した建物であり、以下の４段階に定義されて

いる。 

〇ZEB（省エネ＋創エネで０％以下まで削減） 

〇Nearly ZEB（省エネ＋創エネで 25％以下まで削減） 

〇ZEB Ready（省エネで 50％以下まで削減） 

〇ZEB Oriented（事業所・学校等については、省エネで 60％以下まで削減） 

※用途種別等により水準の達成が困難となった場合においても、可能な限りエネル

ギー消費性能の向上に努めるものとする。 

※建築物の用途により ZEB対象にならないものについては、ZEH-M（Net Zero Energy 

House Mansion）基準の水準の確保を目指すものとする。  
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（２）建築物の改修時において目指すエネルギー消費性能 

建築物の改修にあたっては、エネルギー消費性能の向上を図るための措置を講じる。 

特に大規模改修時には、建築物の熱負荷の低減、最新の省エネ設備の導入等により、

エネルギー消費性能の向上を図る。その際、東京都財務局が定める「省エネ・再エネ

東京仕様」に示す技術項目を参考に、建築物の特性等に応じて検討する。 

 

（３）運用段階におけるエネルギー消費性能 

省エネ基準事業者クラス分け評価において、区全体で Sランクを目指す。 

 

４ 取り組みの方向性（視点） 

（１）建築物の負荷低減（自然力を活用した建築設計：パッシブ技術） 

建築物の設計段階において、断熱化、日射遮蔽、自然換気、自然採光の利用等の技

術を活用し、周辺環境や室内環境を適正に保ち、建築物の負荷を抑制する。その上で、

光や風等の自然エネルギーや、効率的に制御可能なデザイン手法を活用していく。 

（２）高効率な設備システムの導入（省エネルギー設備等の導入：アクティブ技術） 

使用する設備によるエネルギー消費量を低減するために、空調・換気、給水、照明

等において高効率な省エネルギー設備を導入する。 

（３）再生可能エネルギー等の有効活用（創エネ技術） 

区有施設で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えるとともに、太陽光発電

設備の設置など再生可能エネルギーの導入を図っていく。 

（４）環境負荷低減の推進 

庁有車の電気自動車への切替を促進するとともに、区有施設への充電設備の整備を

進めていく。また、木材の循環利用促進のために区有施設への国産木材の活用を図る

とともに、施設の断熱性を高めるために屋上の緑化等にも取り組んでいく。 

 

５ 対象施設 

本方針の策定後、新築、改築及び改修に向けた基本計画を策定する施設 

 

６ 認証取得 

新築、改築において目指す水準を達成した施設は、ZEB化施設として認証の取得を行う。 

 

７ 運用 

区有施設の新築、改築にあたっては、企画段階の協議（基本計画策定前）及び設計完了

後の報告を環境部長に対して行うものとする。 

大規模改修にあたっては、設計完了後の報告を環境部長に対して行うものとする。 


